
・ 決算規模が過去最大

　扶助費と地方消費税交付金が増加し、決算規模は歳入・歳出とも過去最大。

・ 法人住民税が一部国税化により減少

　一部国税化により法人住民税は減となったが、一部団体で個人住民税が増となるなど地方税は微増。

・ 地方債現在高が４年連続で増加

　臨時財政対策債現在高が増加していることから、地方債現在高は４年連続で増。

(1) 決算規模及び収支状況の推移

1.5人件費 539,841 531,927 7,914

義務的経費 1,798,149 1,757,966 40,182 2.3

歳出総額 3,404,301 3,330,085 74,217 2.2

2.2

うち臨時財政対策債 94,903 120,755 ▲ 25,851 ▲ 21.4

▲ 3,268 ▲ 4.4

地方債 316,613 331,479 ▲ 14,866 ▲ 4.5

74,215

歳入総額 3,488,106 3,411,793 76,313

① ② ③（①－②） ③／②×100

１　市町村普通会計決算の概要（速報）

（単位：百万円、％）

区　分
平成27年度 平成26年度 増減額 増減率

地方税 1,673,178 1,666,424 6,754 0.4

地方交付税 70,947

（注１)  数値については見込みであり、今後変動する場合がある。（以下の表同じ）

（注２)　表示単位未満を四捨五入しているため、計に符合しない場合がある。また、増減率は、千円単位で算出した

　　　ものである。（以下の表同じ）

(2) 経常収支比率の推移

(3) 地方債及び積立金現在高の推移

経常収支比率 （単純平均） 92.1 94.1 ▲ 2.0

区　分
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うち臨時財政対策債 1,213,104 1,177,593 35,511 3.0

財政調整基金現在高 116,579 103,749 12,830 12.4

① ② ③（①－②） ③／②×100
増　減 増減率

（単位：％）

③／②×100

地方債現在高 4,278,381 4,260,060 18,322 0.4

（単位：百万円、％）

区　分
平成27年度 平成26年度 増減額 増減率

① ② ③（①－②）

平成27年度 平成26年度

実質収支 60,585 53,247 7,338

▲ 11,082 ▲ 3.0

投資的経費 432,881 415,171 17,710 4.3

5.1

公債費 360,019 371,101

単年度収支 7,338 ▲ 14,410 21,747

扶助費 898,289 854,938 43,350



(4) 歳入の状況

（単位：百万円、％）

① ②

各種交付金

地方債

※　地方消費税の税率引上げによる増収影響が年度を通じて現れたことによる増

▲ 21.4

▲ 4.5

14.2

繰入金 62,751 1.8

541,167 15.9 21,025562,192

▲ 14,866

地方特例交付金 6,338 0.2

162,644

70,947 2.0

16.1

▲ 268

国庫支出金

増減率

3.9

74,215 2.2 ▲ 3,268

6,606 0.2

▲ 4.4

62,427 1.8 325

うち地方消費税交付金 161,862

5.1

146,104 4.3 65,251 44.7

97,991 2.9 63,871 65.2

区　　分
平成27年度 平成26年度

構成比 構成比

地方税 1,673,178 48.0 1,666,424 48.8 6,754 0.4

18,672

合　　計 3,488,106

その他 402,463 11.5 422,308 12.4

9.1 331,479 9.7

0.6 0.5

100.0 3,411,793 100.0

211,355 6.0

4.6

952地方譲与税 19,624

2.2

0.5

県支出金

うち臨時財政対策債 94,903 2.7 120,755 3.5 ▲ 25,851

4.7 142,390 4.2 20,254

316,613

地方交付税

76,313

▲ 19,845

増減額

③/②×100③(①－②）

▲ 4.1

▲ 4.7

※

(参考１) 地方税収の状況

（単位：百万円、％）

① ②

普通税

うち市町村民税

個人分

法人分

うち固定資産税

うち軽自動車税

うち市町村たばこ税

目的税

うち都市計画税

うち事業所税

39.1 901 0.1

3.3
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合　　計

2.0 389 1.2

159,427

区　　分
平成27年度 平成26年度

構成比 構成比

0.41,513,751 90.5 1,507,960 90.5 5,791

796,039 47.6 790,290 47.4 5,749

59,086 3.5 60,180 3.6 ▲ 1,094

688

664,185 39.7 656,299 39.4 7,886

6,899 0.4 6,679 0.4 221

131,854 7.9 133,991 8.0 ▲ 2,137

651,660 38.9 650,759

9.5 158,464 9.5

33,572 2.0 33,183

1,673,178 100.0 1,666,424 100.0

124,986 7.5 124,299 7.5

増減額 増減率

③(①－②） ③/②×100

6,754 0.4

0.6

▲ 1.8

1.2

▲ 1.6

963 0.6

0.7



(5) 歳出（性質別）の状況
（単位：百万円、％）

① ②

義務的経費

人件費

うち職員給

うち退職金

扶助費

公債費

投資的経費

普通建設事業費

うち補助事業費

うち単独事業費

他会計繰出金等

その他

 (注１)　他会計繰出金等の「うち上下水道・病院」は、下水道事業会計（非法適）、下水道事業会計（法適）、

　　　上水道事業会計及び病院事業会計に対する繰出金等である。

 (注２)　他会計繰出金等の「うち国保・介護・後期高齢」は、国民健康保険事業会計(事業勘定)、介護保険

360,019 10.6 371,101 11.1 ▲ 11,082

7.9

4.3

169,554 5.0 173,372 5.2 ▲ 2.2

432,364 12.7 414,561 12.4

うち上下水道・病院

うち国保・介護・後期高齢

区　　分
平成27年度 平成26年度

構成比 構成比

2.31,798,149 52.8 1,757,966 52.8 40,182

1.5

376,173

131,107 3.9 132,167 4.0 ▲ 1,060

372,416

432,881 12.7

539,841 15.8 531,927 16.0 7,914

▲ 2.2

898,289 26.4 854,938 25.7 43,350 5.1

41,058 1.2 42,000 1.3 ▲ 942

11.0

786,854 23.1 785,314 23.6 1,539 0.2

240,540 7.1 223,004 6.7 17,536

386,418 11.4 371,633 11.2 14,785 4.0

7.5 239,467 7.2 15,845 6.6255,311

▲ 0.8

合　　計 3,404,301 100.0 3,330,085 100.0 74,217 2.2

増減額 増減率

③(①－②） ③/②×100

11.2 3,756

17,804

▲ 3,818

1.0

▲ 3.0

415,171 12.5 17,710 4.3

 (注２)　他会計繰出金等の「うち国保・介護・後期高齢」は、国民健康保険事業会計(事業勘定)、介護保険

　　　事業会計（保険事業勘定）及び後期高齢者医療事業会計に対する繰出金である。

(6) 歳出（目的別）の状況
（単位：百万円、％）

① ②

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

その他
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区　　分
平成27年度 平成26年度

構成比 構成比

14,331 0.4 14,041 0.4 290 2.1

331,753 9.7 292,266

278,822 8.2 281,642 8.5 ▲ 2,820 ▲ 1.0

1,358,888 39.9 1,301,851 39.1

117,367 3.5 120,560

▲ 1,540 ▲ 20.9

11,187 0.3 12,016 0.4 ▲ 829 ▲ 6.9

5,846 0.2 7,386 0.2

2.2

16,103 0.5 0.5

▲ 7,072 ▲ 5.5

473,787 13.9 480,620 14.4 ▲ 6,833 ▲ 1.4

120,778 3.6 127,850 3.8

▲ 3,194 ▲ 2.6

313,970 9.2 302,147 9.1 11,823 3.9

3.6

合　　計

▲ 93 ▲ 15.3

360,954 10.6 372,101 11.2 ▲ 11,148 ▲ 3.0

517 0.0 610 0.0

▲ 890 ▲ 5.2

3,404,301 100.0 3,330,085 100.0 74,217

増減額 増減率

③(①－②） ③/②×100

16,993

8.8 39,486 13.5

57,036 4.4



(参考２) 経常収支比率の推移

(参考３) 性質別歳出及び地方税収の推移
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・ 平成26年度は、「地方公営企業会計基準見直し」に係る移行処理に伴う特別
損失により12年ぶりの赤字となったが、平成27年度は黒字となった。
  494億38百万円、対前年度比＋1,574億94百万円

・ 企業債残高は、13年連続で減少。
　２兆8,656億25百万円、対前年度比▲1,139億39百万円（▲3.8％）

・ 累積欠損金は、昨年度から減少。
  　3,630億86百万円、対前年度比▲165億54百万円（▲4.4％）

(93) 157,494 (11）

<参考>特別損失 4,618 159,854 ▲ 155,237

37,010 (19）

赤字額(団体数) 4,448 (13) 124,932 (21) ▲ 120,484 (▲8)
収
支
状
況

黒字額(団体数) 53,886 (91) 16,876 (72)

差引収支(団体数計) 49,438 (104)▲ 108,056

職員数 14,468 14,347 121 0.8

決算規模 903,060 897,170 5,890 0.7

③／②×100

事業数 104 93 11 11.8

２　市町村公営企業決算の概要（速報）

（単位：事業、人、百万円、％）

区　分
平成27年度 平成26年度 増減 増減率

① ② ③（①－②）
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（注１) 　全事業の合計であり、事業ごとに状況は異なる。また、数値については見込みであり、今後変動
　　　　する場合がある。（以下の表同じ）

（注２)　表示単位未満を四捨五入しているため、計に符合しない場合がある。また、増減率は、千円単位
　　　　で算出したものである。（以下の表同じ）

建設投資額 172,396 164,986 7,409 4.5

累積欠損金 363,086 379,640 ▲ 16,554 ▲ 4.4

元利償還金 370,754 366,853 3,902 1.1

他会計繰入金 150,799 153,503 ▲ 2,704 ▲ 1.8

11.1

現在高 2,865,625 2,979,565 ▲ 113,939 ▲ 3.8

料金収入 440,049 448,155 ▲ 8,106 ▲ 1.8

企
業
債

発行額 199,512 179,605 19,907



(1)　収支の状況
（単位：百万円、％）

水道（含む簡易水道）

工業用水道

交通

電気

病院

下水道

港湾整備

市場

と畜場

観光施設

宅地造成

駐車場整備

介護サービス

(2) 企業債の現在高

▲ 145.8

▲ 2 ▲7.7

合　　計 53,886 4,448 49,43816,876124,932 ▲ 108,056 157,494

29 0 29 32 0 32

76,788 ▲ 99.1

425 0 425 604 0 604 ▲ 179 ▲ 29.6

0 669 ▲ 669 0 77,457▲ 77,457

104 皆増

276 0 276 258 0 258 17 6.7

104 0 104 0 0 0

▲ 185 ▲ 9.3

420 0 420 487 0 487 ▲ 68 ▲ 13.9

1,799 0 1,799 1,983 0 1,983

14,697 ▲ 82.4

23,838 76 23,762 11,850 591 11,260 12,503 111.0

407 3,551▲ 3,144 4 17,845▲ 17,841

30,047 ▲ 154.4

78 0 78 68 0 68 10 14.7

10,580 0 10,580 0 19,466▲ 19,466

▲ 266.9

1,735 0 1,735 727 297 429 1,305 303.9

差引 差引 ③／②×100

14,196 152 14,044 862 9,275▲ 8,414 22,458

事業名 黒字額 赤字額 差引 黒字額 赤字額

年度
平成27年度 平成26年度 増減額

増減率
① ② ③（①－②）

(2) 企業債の現在高
（単位：百万円、％）

水道（含む簡易水道）

工業用水道

交通

電気

病院

下水道

港湾整備

市場

と畜場

観光施設

宅地造成

駐車場整備

介護サービス

▲ 3.8
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合　　計 2,865,625 100.0 2,979,565 100.0 ▲ 113,939

275 0.0 0 - 275 皆増

13,652 0.5 15,587 0.5 ▲ 1,934 ▲ 12.4

204,886 7.1 225,283 7.6 ▲ 20,397 ▲ 9.1

954 0.0 620 0.0 334 53.9

4,266 0.1 4,678 0.2 ▲ 412 ▲ 8.8

7,713 0.3 5,946 0.2 1,768 29.7

6,188 0.2 6,127 0.2 60 1.0

1,782,613 62.2 1,856,553 62.3 ▲ 73,940 ▲ 4.0

165,462 5.8 164,950 5.5 512 0.3

130 0.0 130 0.0 0 0.0

387,662 13.5 406,424 13.6 ▲ 18,762 ▲ 4.6

13,378 0.5 12,994 0.4 384 3.0

③／②×100

278,447 9.7 280,275 9.4 ▲ 1,828 ▲ 0.7

事業名 ① 構成比 ② 構成比 ③（①－②）

年度 平成27年度 平成26年度 増減額 増減率



(3)　累積欠損金
（単位：百万円、％）

水道（含む簡易水道）

工業用水道

交通

電気

病院

下水道

港湾整備

市場

と畜場

観光施設

宅地造成

駐車場整備

介護サービス

▲ 4.4合　　計 363,086 100.0 379,640 100.0 ▲ 16,554

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

89,979 24.8 89,310 23.5 669 0.7

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

206 0.1 130 0.0 76 58.5

88,532 24.4 86,385 22.8 2,147 2.5

0 - 0 - 0 -

184,130 50.7 203,815 53.7 ▲ 19,685 ▲ 9.7

皆増

0 - 0 - 0 -

事業名 構成比 構成比 ③（①－②） ③／②×100

238 0.1 0 - 238

年度
平成27年度 平成26年度

増減額 増減率
① ②
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～ 地方公営企業会計基準の見直しによる影響 ～（Ｐ．１０参照）

地方公営企業法適用企業（以下、「法適用企業」という。）の会計制度について見直しが行わ

れ、平成26年度予算及び決算から全ての法適用企業に適用となった。

昨年度、収支状況に大きな影響を与えたのは「引当金の計上義務化」及び「たな卸資産の評価

に低価法義務化」の制度移行に伴う処理であったが、いずれも将来発生が見込まれる経費を原因

の発生時点で計上したことによるものであり、長期的には収支に影響を与えるものではない。

（いずれも正確な期間損益計算及び財政状態の適正な表示を可能とするもの。）

○引当金の計上義務化

・退職給付引当金を義務化。（職員の退職手当として今後必要とされる額を費用計上。）

・退職給付引当金以外の引当金も、引当金の要件に合致する場合は義務化。（賞与引当金等）

○たな卸資産の評価に低価法義務化

・販売目的の土地などの資産に低価法による評価を義務化。（時価が帳簿価額より下落してい

る場合には下落額を費用計上。）



・ いずれの指標においても、早期健全化基準又は経営健全化基準に達している市町村はない。

（単位：％）

－

３　健全化判断比率及び資金不足比率（速報）

市町村名
実質赤字
比　　率

連結実質
赤字比率

実質公債
費 比 率

将来負担
比　　率

資金不足比率

会計数

－
全８会計

横 浜 市 － － 17.0 175.6 全12会計

川 崎 市 － － 7.5 117.4

－
指定都市平均 － － 9.2 110.3 －

相 模 原 市 － － 3.2 37.9 全２会計

－
平 塚 市 － － 2.6 0.0 全４会計 －

横 須 賀 市 － － 6.5 55.6 全３会計

－
藤 沢 市 － － 1.8 18.3 全２会計 －

鎌 倉 市 － － ▲ 0.7 － 全１会計

－
茅 ヶ 崎 市 － － 0.3 44.1 全２会計 －

小 田 原 市 － － 6.2 11.5 全５会計

－
三 浦 市 － － 19.0 184.3 全４会計 －

逗 子 市 － － 4.4 67.6 全１会計

－
厚 木 市 － － 2.7 58.2 全２会計 －

秦 野 市 － － 3.4 34.2 全２会計

－
伊 勢 原 市 － － 5.5 98.6 全１会計 －

大 和 市 － － 1.3 25.1 全２会計

－
座 間 市 － － 2.8 4.0 全２会計 －

海 老 名 市 － － 0.8 7.5 全１会計

－
綾 瀬 市 － － 7.6 49.5 全１会計 －

南 足 柄 市 － － 6.7 98.3 全２会計

－都 市 平 均 － － 4.4 50.5

（注１）　実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率については、０以下の比率は存在しないため、０以下に

　　　　なった場合は－で記載している。

（注２）　平均はすべて単純平均であるが、比率が存在しない団体がある場合は、これを除外して算出している。

（注３）　実質公債費比率及び将来負担比率は、この表では総務省の公表ルールに従い小数点以下第２位を切り捨て

　　　　たものを記載している。

－

都 市 平 均 － － 5.2 60.4 －
(除く指定都市)

－ － 4.4 50.5

－

寒 川 町 － － 5.6 23.1 全１会計 －

葉 山 町 － － ▲ 0.3 － 全１会計

－

二 宮 町 － － 6.3 57.2 全１会計 －

大 磯 町 － － 4.4 69.8 全１会計

－

大 井 町 － － 0.2 － 全２会計 －

中 井 町 － － 6.3 － 全２会計

－

山 北 町 － － 6.7 76.7 全２会計 －

松 田 町 － － 6.2 68.6 全３会計

－

箱 根 町 － － 11.7 105.9 全３会計 －

開 成 町 － － 10.2 67.3 全２会計

－

湯 河 原 町 － － 1.6 37.1 全３会計 －

真 鶴 町 － － 9.8 148.6 全２会計

－

清 川 村 － － ▲ 1.5 － 全２会計 －

愛 川 町 － － ▲ 3.6 － 全２会計

－

- 8 -

市 町 村 平 均 － － 4.9 64.5

－
市 町 村 平 均
(除く指定都市)

－ － 4.5 58.8 －

町 村 平 均 － － 4.5 72.7
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用語の解説 
 

  (1) 普通会計決算の用語解説 

 

○ 普通会計 

地方公共団体が設置する様々な会計を、団体間の比較や時系列比較を可能とするため、全国

共通のルールに基づき、一般会計とその他特別会計を区分し直した地方財政統計上の会計区

分。 

なお、公営事業会計に属する、公営企業会計(水道・交通・病院・下水道等)、収益事業会計

(競馬・競輪・競艇等)、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計

等は、普通会計から除かれる。 

 

○ 決算規模 

普通会計においては、歳入総額及び歳出総額。 

 

○ 実質収支 

形式収支(歳入歳出差引額)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた後の純剰余金又は

純損失のこと。 

  

○ 単年度収支 

当年度の実質収支－前年度の実質収支 

実質収支には過去からの収支の赤字・黒字要素が含まれているので、その影響を除いた当該

年度のみの収支であり、実質収支の前年度からの増減を示す。 

 

○ 経常収支比率 

経常的経費充当一般財源等÷（経常一般財源等収入額＋減収補塡債(特例分)＋臨時財政対策債） 

地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のう

ち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占め

る割合で、財政の弾力性の指標。 

 

○ 義務的経費 

支出が義務づけられ、任意に削減することが困難な経費(人件費、扶助費、公債費)。 

 

○ 公債費 

借入金である地方債の返済等に必要な経費。 

 

○ 扶助費 

社会保障の一環として、生活困窮者や児童、高齢者などに対し、法令や地方公共団体の条例

等に基づき支給する経費。 

 

○ 投資的経費 

道路や公園、学校等の社会資本の整備に支出される経費(普通建設事業費、災害復旧事業費)｡ 

 

○ 標準財政規模 

地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示すもので、当該団体の標準的な税収入額に地方

譲与税、交通安全対策特別交付金、普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能額を合算したも

の。 
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  (2) 公営企業決算の用語解説 

 

○ 公営企業 

地方公共団体が行う事業のうち、主として、その経費を当該事業に伴う収入をもって経営す

る事業で、法適用企業と法非適用企業に分類される。 

 

○ 法適用企業 

地方公営企業法を適用し、収支を債権・債務の発生でとらえる発生主義による企業会計方式

で経理を行う企業。 

 

○ 法非適用企業 

地方公営企業法を適用せず、収支を実際の現金収支規模でとらえる現金主義による官庁会計

方式を用い、かつ、特別会計方式で経理を行う企業。 

 

○ 決算規模 

公営企業会計においては、普通会計の歳出総額に相当する額をいう。 

・ 法適用企業 ＝ 総費用 － 減価償却費 ＋ 資本的支出 

・ 法非適用企業 ＝ 総費用 ＋ 資本的支出 ＋ 積立金 ＋ 繰上充用金 

 

○ 純損益・実質収支 

 黒字額、赤字額は、法適用企業にあっては純損益、法非適用企業は実質収支による。なお、

収支が０の場合は黒字としている。 

・ 純損益 ＝総収益(＝営業収益＋営業外収益＋特別利益)－総費用(＝営業費用＋営業外費

用＋特別損失) 

・ 実質収支＝(総収益－総費用)＋(資本的収入－資本的支出)－積立金＋前年度からの繰越金

－前年度繰上充用金＋収益的収支に充てた地方債＋収益的収支に充てた他会計借入金 

 

○ 基準内繰入金 

下水道事業における雨水処理負担金など、その性質上、当該地方公営企業の経営に伴う収入

を充てることが適当ではない経費等に対する一般会計等からの繰入金をいい、これ以外の繰入

金を基準外繰入金という。 

基準内繰入金は、地方公営企業法第17条の２、「平成27年度の地方公営企業繰出金につい

て」(平成27年４月14日付け総財公第75号総務副大臣通知)等に基づいて算定される。 

 

○ 建設投資額 

資本的支出の建設改良費をいう。 
 

○ 累積欠損金 

法適用企業で、営業活動によって欠損を生じた場合に、繰越利益剰余金、利益積立金、資本

剰余金等により補塡が出来なかった各事業年度の損失(赤字)額が累積されたものをいう。 
 

○ 地方公営企業会計基準見直し 

 民間の企業会計基準が大幅に変わるとともに、他の公的部門（地方独法、地方公会計等）も

企業会計原則を基本とした考え方を取り入れる中にあって、できる限り企業会計基準との整合

を図るための改正を行った。 

 主な内容として「借入資本金制度の廃止」、「みなし償却制度の廃止」、「引当金の計上義

務付化」、「たな卸資産の評価に低価法義務化」などがある。 
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  (3) 健全化判断比率等の用語解説 

 

  ○ 健全化判断比率 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)は、地方公共団体の財政状

況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、「健全化

判断比率」として４つの財政指標を、また、公営企業会計ごとの経営状況の深刻度を示す指標

として「資金不足比率」を定めており、地方公共団体は、各比率について、監査委員の審査に

付したうえで議会に報告するとともに、住民に対し公表しなければならないもの。 

 

○ 一般会計等 

市町村の一般会計及び特別会計のうち、決算統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範

囲のもの。ただし、「普通会計」が特別会計の事業単位で「一般会計」に連結するのに対し、

「一般会計等」は、特別会計単位で「一般会計」に連結するといった点に相違がある。 

 

 【健全化判断比率等に係る早期健全化基準等】 

区  分 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 
各団体の標準財政規模に応じて 

11.25％～15％ 
20％ 

連 結 実 質 赤 字 比 率 
各団体の標準財政規模に応じて 

16.25％～20％ 
30％ 

実 質 公 債 費 比 率 25％ 35％ 

将 来 負 担 比 率 
350％ 

(政令指定都市は400％) 
－ 

資 金 不 足 比 率 (経営健全化基準)20％ － 

 

【健全化判断比率等の対象会計等について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 早期健全化基準 

 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、「早期健全化段階」となり、｢財

政健全化計画｣を定めなければならない。 
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 ○ 財政再生基準 

 健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、「財政再生段階」となり、｢財政

再生計画｣を定めなければならない。 

 

 ○ 経営健全化基準(公営企業会計のみ適用) 

 資金不足比率が経営健全化基準(20％)以上の場合には、｢経営健全化計画｣を定めなければな

らない。 

 

【健全化判断比率等の概要】 

ア 実質赤字比率 

  一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。 

 《算定方法》 

 

 

 

・ 一般会計等の実質赤字額： 

   一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額 

・ 実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

 

イ 連結実質赤字比率 

  公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額等の標準財政規模に対する比率。 

 《算定方法》 

  

 

 

・連結実質赤字額：①と②の合計額が③と④の合計額を超える場合の当該超える額 

① 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実

質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 

② 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 

③ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち､実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額 

④ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額 

 

ウ 実質公債費比率 

  一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。 

 《算定方法》 

  

 

 

 

・準元利償還金：①から⑤までの合計額 

① 満期一括償還地方債について、償還期間を 30年とする元金均等年賦償還とした場合におけ

る１年当たりの元金償還金相当額 

② 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充

てたと認められるもの 

③ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償

還の財源に充てたと認められるもの 

④ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

⑤ 一時借入金の利子 

           一般会計等の実質赤字額 
実質赤字比率 ＝ 
              標準財政規模 

              連結実質赤字額 
連結実質赤字比率 ＝ 
              標準財政規模 

         （地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金）－ 
実質公債費比率      （特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
（３か年平均） ＝ 
           標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 
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エ 将来負担比率 

  一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。 

 《算定方法》 

  

 

 

 

 

・将来負担額 ：①から⑧までの合計額 

① 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

② 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの） 

③ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額 

④ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 

⑤ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 

⑥ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の

当該債務の額のうち､当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

⑦ 連結実質赤字額 

⑧ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

・充当可能基金額 ：①から⑥までの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金 

 

オ 資金不足比率 

  各公営企業単位による事業の規模に対する資金不足額の比率。 

 《算定方法》 

  

 

 

 

・資金の不足額： 

資金の不足額（法適用企業） ＝ （流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるため

に起こした地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不

足額 

資金の不足額（法非適用企業）＝ （繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以

外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高）－ 

解消可能資金不足額 

 

 ※ 解消可能資金不足額： 

事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合

において、資金の不足額から控除する一定の額。 

 ※ 宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特

例がある。 

 

・事業の規模： 

事業の規模(法適用企業)＝営業収益の額－受託工事収益の額 

事業の規模(法非適用企業)＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

※  指定管理者制度(利用料金制)を導入している公営企業については、営業収益の額に関する

特例がある。 

※ 宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規

模」（調達した資金規模）を示す資本及び負債の合計額とする。 

         将来負担額  －（充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額  
                ＋ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

将来負担比率 ＝ 
           標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

             資金の不足額 
資金不足比率 ＝ 
              事業の規模 


